
政
令
第
二
百
十
一
号

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
独
立
行
政
法
人
の
納
付
金
の
納
付
等
に
係
る
手
続
に
関

す
る
期
限
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
七
条
第
四
項
、
独

立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
七
号
）
第
十
一
条
第
四
項
、
独
立
行
政
法
人

統
計
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
十
三
条
第
四
項
並
び
に
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（

平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
八
条
第
六
項
及
び
附
則
第
七
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法

律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
ま
ん
延
防

止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
そ
の
他
の
独
立
行
政
法
人
の

納
付
金
の
納
付
そ
の
他
の
事
項
に
係
る
手
続
に
関
す
る
期
限
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
の
特
例
）



第
二
条

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
始
ま
る
中
長
期
目
標
の
期
間
（
独

立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間

を
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
の
処
分
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人

の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
十
六
号
）
第
二
十
一
条
第
三

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
同
令
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第

一
項
中
「
六
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
八
月
二
十
一
日
」
と
、
同
令
第
二
十
三
条
中
「
七
月
十
日
ま
で
に
、
別
表
第
三
」

と
あ
る
の
は
「
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
別
表
第
三
」
と
す
る
。

２

独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
が
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
に

始
ま
る
事
業
年
度
に
係
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
の
処
分
を
行
う
場
合
に
お
い

て
は
、
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
第
二
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
同
令
第
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
中
「
六
月

三
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
八
月
二
十
一
日
」
と
、
同
令
第
二
十
三
条
中
「
翌
事
業
年
度
の
七
月
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
翌
事

業
年
度
の
八
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。



（
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
の
特
例
）

第
三
条

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
（
次
項
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
に
始

ま
る
事
業
年
度
に
係
る
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
十
号
）
第
八
条
に
規
定
す

る
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
の
納
付
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
同
令
第
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
令
第
十
条
中
「
六
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
八
月
二
十
一
日
」
と
、
同
令
第
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
令
第
十
一
条
中
「
七
月
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
八
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。

２

機
構
が
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
に
始
ま
る
事
業
年
度
に
係
る
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
附
則
第
七
条
第

五
項
に
規
定
す
る
既
往
債
権
管
理
勘
定
に
お
け
る
利
益
の
処
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援

機
構
法
施
行
令
附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
九
条
中
「
六
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
八
月
二
十
一
日
」
と
、
同
令
附
則
第

十
条
中
「
七
月
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
八
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日

本
医
療
研
究
開
発
機
構
そ
の
他
の
独
立
行
政
法
人
の
納
付
金
の
納
付
等
に
係
る
手
続
に
関
す
る
期
限
を
延
長
す
る
必
要
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。


